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日本の学術の展望２０２０版 山極会長による内容骨子案 
2018年 11 月 23日 

 
 
１．世界が抱える重要課題（SDGs に寄せて） 
２．現在の日本が抱える重要課題１０ or ２０（人口縮小社会、高齢化、都市一極集中、防

災・減災、医療、健康、エネルギー、IT 化、外国人、男女共同参画、財政危機、経済格
差、研究力の低下、大学改革、産学連携など） 

３．日本の学術の強みと弱み（分野別、分野横断） 
４．各重要課題の関連性と解決に資する学術領域 
５．2030年、2050 年へ向けて重要課題の解決に向かう学術活動のシナリオ 
６．日本学術会議の未来像（国際比較を基にして） 

 

資料１－１ 
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日本の展望２０２０検討委員会（展望委員会）でのこれまでの議論 

 

◯ 「日本の展望２０２０（仮称）」の内容 

・提言。日本の学術の総体としての姿を示し、日本の学術の認識に資するもの。 

・日本の将来を、学術の将来を、日本社会・世界の中で考えていかないといけない。未来の人の地

球を使う権利、人の大切さ、学術の持続的発展等を想定し、現在のものにどのように対応するか、

何が大きく絡んでいるのか、そこを検討。「科学者が考える日本の未来予想図」 

・日本（学術、教育等）が抱える課題を基に、科学技術社会、健康医療社会等全てが合わさった将

来の姿を検討。その際、これまでの提言等も参考として入れ込む。 

・熟年層の活躍、人材育成、人の流動性については、将来の姿が見えたところでシナリオの中で入

れ込む。学術活動のシナリオは複数。 

・幸福度、生き心地、プラネタリーバウンダリー等、人間の視点、学術からみた新しい指標等大き

な提案ができないか。 

 

◯ 「日本の展望２０２０（仮称）」を届ける対象 

・学術界、社会一般、企業、政治家にも。 

・世界に対して。 

・対象に応じた発出方法・内容を検討。 

 

◯ 「日本の展望２０２０（仮称）」の構成 

・日本語と英語を作成。 

・参考となるものはリファレンスとして別添とする。 

 

◯ 第６期科学技術基本計画との関係 

・展望委員会の問題意識を６期基本計画に共有してもらうため、CSTI での６期基本計画の議論と

並行して審議し、会長が展望委員会と CSTIとの議論の橋渡しを行う。 

 

◯ 展望委員会 

・各部で考えたものをホチキスどめするのではなく、展望委員会で考え、横串をさした議論。 

・課題、問題を出して、つながりを見て、新しい課題を見出す。 

・何回かに分けてシンポジウムを行い、連携会員からも意見を聞いて議論。 

資料１－２ 
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委員からの問題提起

～世界及び日本が抱える課題について～

三成美保委員 

資料１－３

（１） 全体構成（案）

「総論」と「各論（複数）」の二種立てとする。 

ページ数は 20ページにこだわらない（ただし、あまり長くならないように）。 

（２） 総論（案）

会長骨子案の４．５．６を「総論」としてまとめる。 

１．2030年、2050年の日本と世界の姿（学術的見地から描く見取り図） 

２．重要課題（各論で検討）の関連と解決に向けた学術からの提案 

３．重要課題の解決に向けた学術活動のシナリオ 

４．日本の学術と日本学術会議の未来像 

（３） 各論のテーマ（案）

会長骨子案の１．２．３を「各論」として構成する 

（会長骨子案の４．５．６に関してもそれぞれ言及する） 

テーマは具体的でわかりやすいものにするー副題としての「問いかけ」

〇各論１ 国際社会で日本が信頼を得るために学術が貢献できることは何か？ 

１）SDGｓ－2030年までの包括的課題

２）国際協調に資する学術―安全保障・国際貢献・環境・経済

〇各論２ 日本社会の「困難（辛苦）」経験を分析し「防止・抑制・克服」につなげ 

る学術的提案をどう行うか？ 

１）人口縮小と高齢化→「定常型社会」への対応

２）防災減災→日本の技術・研究成果を世界に

３）ジェンダー平等→子どもの貧困・意思決定・ハラスメント・LGBT
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三成美保委員（続き） 

 
 
 
 
 

〇各論３ 科学技術の発展とそれに伴うリスクを的確に予測・警告する学術の責務に

どう向き合うか？ 

１）AI・ロボット 

２）ゲノム・生殖補助医療・エンハンスメント 

３）IT化 

〇各論４ 2030年、2050 年に大学はどのような存在（役割）であるべきか？ 

１）大学改革がもたらすもの→望ましい学術体制 

２）地域連携―地方大学の意義・役割 

３）国際化―教員学生の国内外の流動性 

４）研究―分野を超えた協力 

５）産学連携 

〇各論５ 日本の学術の「強み」と「弱み」を自己分析してみるとどうなるか？ 

１）「強み」 

２）「弱み」 

３）処方箋－現在から未来へ 
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渡辺美代子委員 

 
遠藤薫委員 

 

１． 社会における価値観の転換（成長（拡大）、持続、縮小） ＜SDGsへの提案＞ 

 これまでの成長優先の価値観から、持続優先または縮小を是とする転換が、「人口

縮小社会」には求められている。成長優先では、組織のために個人を犠牲にすること

も許容され尊重されてきたが、組織の健全化のためにも、個の尊重を重視する必要性

を考える。 

２． 共感の科学（客観と主観のバランス） ＜SDGsへの提案＞ 

 科学は客観性を重視することが基本であり、客観的判断のための手段でもあるが、

科学を多くの人と真に共有するためには、主観に基づく共感が必要である。将来の

「人間と自然や機械との共存」のためにも、共感のあり方を科学的に考える。 

３．学術の意義 ＜SDGsへの提案＞ 

 学術は何のためにあるのか、1999 年のブダペスト宣言では、科学の目的を知識、平

和、開発、社会と謳ったが、これからの課題は何か。SDGsには学術が欠落している。 

４．大型研究設備のあり方 

 経済が縮小する中、大型予算を必要とする原子力、宇宙、加速器などの大型研究設

備をどのように社会に位置づけ、設計していくのか。日本だけに閉じた議論ではな

く、世界で協力して進めるべき課題として、日本の学術からの提案を考える。 

現在、世界・日本は大きな転換期にさしかかっている。世界・日本を未来にむけて持

続可能としていくためには、SDGsを踏まえた上で、SDGsを超える視座を提示するこ

とが必要。ありとあらゆる問題領域がこれと関わるが、これらの相互関係と相互作用

のダイナミクスを把握し、人類史的に俯瞰しつつ、未来社会ビジョンを構想すること

が必要。ただし未来は、発展・拡大ではなく、多様な人びとが共生する「生きやすい

社会」「幸福な社会」として展望されるべきである。 
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佐藤岩夫委員 

 

 
 
 
 
 

世界と日本は、現在、気候変動、少子高齢化、各種技術（医療、AI、情報など）の

発展が社会・人間に及ぼす影響、社会・経済のグローバル化、難民・移民問題、貧

困、軍縮・平和問題、民主主義の危機など、多くの複雑で困難な課題に直面してい

る。それらの課題を中長期的な視野から学術的に検討し、より良い社会の構想を示す

ことは「展望 2020」の課題として意味がある。その際、まず抽象的な未来社会のコン

セプトを措定しそこから各論を演繹する方法ではなく、変化する自然的・社会的・技

術的環境の下で、人間と社会にとっての普遍的価値（たとえば、自由、平等、公正、

人間の尊厳など）がどのような形で危機にさらされ、逆にそれらの価値を実現するた

めにはいかなる社会的・技術的諸条件の充足が必要であるか検討し、それらの相互関

係を整理・統合化しつつ社会の将来構想やシナリオ（複数であるかもしれない）を示

す方法が適切であると思われる。 

 また、今日、日本の学術は、基礎研究力の弱体化、研究者の疲弊、次世代育成の困

難など多くの課題を抱え危機的状況に直面している。科学者コミュニティの代表機関

である学術会議は、学術が社会的諸課題の解決にどのように貢献できるかだけでな

く、日本の学術そのものの持続可能な発展にも（あるいはそれにこそ）格別の責任を

負っている。現在および将来世代に対して責任ある「学術の展望」を示すことは「展

望 2020」の最重要の課題である。 

 なお、今期の学術会議では、上記の社会的諸課題および学術の課題について、既に

多数の課題別委員会、機能別委員会、分野別委員会およびそれらの分科会等で関連の

審議が進んでいる。「展望 2020」の策定は、それらの委員会等の審議とも連携して進

めるべきである。そのためには、本委員会の審議の初期の段階で、先ず現在学術会議

全体でどのような課題が取り上げられ審議されているかの見取り図を共有することが

有益と思われる（さしあたり課題別委員会および機能別委員会の関連だけでもよい。

このうち「人口縮小社会における問題解決のための検討委員会」については次回委員

会で報告されるが、それ以外の課題別委員会・機能別委員会・分科会の審議内容も把

握しておくことが有益である）。 
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橋本伸也委員 

 

藤原聖子委員 

 
 

 

骨子案１・２は、総花的であるため、①限られた審議・作成時間では中途半端になるの

ではないか ②国連・日本政府・JST 等の団体による試みとの差異化が難しい ③それ

らの先行する試みが掲げる理念や目標が社会に未だ浸透していないということを鑑み

ると、似た形式のものでは屋上屋を重ねる恐れがある といった点が心配です。 

焦点の絞り方ですが、学術会議として果たすべき社会的責任を考えますと、軍事的安

全保障研究に関する声明を出し、それが軍事研究を止めたと社会から受けとられてい

る以上、では軍備増強以外のいかなる手段で安全を保障するのかについて論じること

は必要ではないでしょうか。社会的注目度も高まると期待できます。 

同じく、社会的注目という点では、AI の進化が何をもたらすかを学術領域横断的・総

合的に論じるならば、公共の議論にも資すると思われます。同様に、予測に関して意見

が割れやすく、またこれまでの経験のみでは想像しがたい問題について、いくつかの

学説・見方を比較するならば、『展望 2020』の参照価値が高まりそうです。 

研究環境改善・大学改革・教育改革などは論じ出すと切りがないですが、これらに関す

る（この 20年ほどの）諸問題の根源は財源問題であると考えられるため、『展望 2020』

ではそこに集中するというのは一つの手です（個々の改革提案は、他の委員会・分科会

の提言に任せればよいということです）。ソーシャルファンディング等、新たな可能性

を含めての展望です。 

 

会長による内容骨子案では、「世界が抱える重要課題」が SDGs に限定されている。

他方で、人文・社会科学のなかで世界規模の問題を扱っている分野の視野はこれをは

るかに超えている。国家間紛争、移民と難民、ポピュリズム、ポストトゥルース、宗

教と国家、さらに世界システムにおける中心の移動（ポスト・ポスト冷戦時代の覇権

体制の変動）なども意識されているし、これら可視的な次元を超えた人間の認知構造

や共同性の変動なども問題として浮上しているだろう。日本の学術がこれらの問題を

めぐって単一の見解や処方箋を打ち出せるわけではないし、人文・社会科学の多元的

な性格からしてそのようなことを目指すこと自体が的外れだが、学術の対象として知

恵を出し合う必要のある問題の所在を示すことは必要だろう。 
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町村敬志委員 

 

宮崎恒二委員 

 

 

１の SDGとの関係については、地域や社会の相違に留意する必要がある点、より根本

的には「文化」や「価値」に関する議論が必要である。 

2の「大学改革」については、大学教育の質の低下などの課題に対し、「大学」とい

う名の下に一括される教育機関の各々の目的を明確に定義するとともに、中等教育と

高等教育の連続性、入試制度の全面的な見直し、大学の壁を越えた学びと学び直しの

可能性を広げる方向性が必要である。 

「研究力の低下」は第一に人的資源の枯渇により学術基盤が脆弱化しつつある現象で

あり、長期的な影響を及ぼすことを強調しつつ、国としてどの程度の考えるべきか示

す必要がある。 

「多文化共生」には、高齢者等をも含む包摂性の問題として広く捉えるとともに、多

様性の必要性に関する理論的根拠の確立が必要である。 

 

１．世界が抱える重要課題（SDGsに寄せて）  

格差拡大にともなうポピュリズム的動き。それに後押しされたナショナリズムや一国

主義、反知性主義的動きの台頭。（SDGs 「10．人や国の不平等をなくそう」「16．

平和と公正をすべての人に」およびその他各事項解決のための前提として） 

２．現在の日本が抱える重要課題１０ or ２０（人口縮小社会、高齢化、都市一極集

中、防 災・減災、医療、健康、エネルギー、IT 化、外国人、男女共同参画、財政危

機、経済格差、研究力の低下、大学改革、産学連携など） 

 例示されているものと重なるが、経済格差拡大、人口減少、多民族状況の増大、東

京圏一極集中などが同時進行するなかで発生する可能性がある複合的問題への対処

（階級階層・ジェンダー・エスニシティなどの相互連関が引き起こす社会的分断やポ

ピュリズムなど） 
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石川冬木委員 

 

 

高齢者における機能障害と死 

我が国においては高齢化が進み、満 100歳以上の百寿者は、1963年には全国で合計

153 人であったのに対して、現在は 6万人以上おり、その 87％は女性である(1)。 

 ヒトの一生のうち、性成熟するまでの発生・発達の段階では個体差が少なく一定の

ペースで加齢が進むのに対して、20 歳代以降は年間死亡率が指数関数的に増加し（老

化）、老化につながる生体の機能障害の出現速度・程度は個体差が大きい(図１)。ま

た、アルツハイマー病のように病的認知障害が生理的認知障害と早期に鑑別をするこ

とは困難であるが、現在のところ、予防しか対策がとれない疾患もある。さらに、百

寿者の死因は、100歳以下の若年者の死因と比べて異なることが指摘されているが、

その詳細は不明なままである。最後に、ヒトが死をどのように迎えるかは、医療以外

のさまざまな要因が関わるが、その科学的な（介入可能な）検討は十分に進んでいな

い。 

 このような高齢者における機能障害と死へのアプローチを統合的に行う必要があ

る。 

 
1. https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/rouka/himitsu.html 
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佐治英郎委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界、そして我が国のこれからにとって SDGs は重要な課題であると考える。そこ

で、現状を変革し、SDGsを達成するために、どのように SDGs に向き合い、学問は何

ができるのか、何をすべきかが大きな課題であり、その意味で、資料４の 2に書かれ

ている課題はすべて、その具体的な標的として重要なものであると捉えている。資料

４の 2に書かれている課題以外にも人材育成（大学的には、特に若手研究者、ポスド

ク対応など）などの課題もあると考える。 

各課題への対応策はそれぞれ単独のものもあるが、互いに関連しているものもあ

る。したがって、切り口を変えると、例えば、AI、IoT 等においては、その領域の深

化とともに、それを有効に利用すればエネルギー、防災・減災、人口縮小社会、都市

一極集中、さらには医療、健康、高齢化などへの有効な対応策になると考える。その

ような観点から、「AI、IoTを有効に利用した学術の深化（AI、IoT の発達によって

変化する科学技術研究と社会）」、「超学際研究の創出」、「国際化」、「ELSI

（ethical legal and social issues）」というような横串をさす課題、医薬系領域

（医療、健康、高齢化など）では「サクセスフルエイジングのための健康寿命延伸」

などの課題もあると考える。 
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澁澤栄委員 

 

 

武田洋幸委員 

 

◯骨子案提起の課題について 
・SDGs は具体的な社会事業として実行することが求められているものと理解している。

それぞれの課題がそれぞれの国や地域に具体的にどのように現れているのか、解決の主体

者は誰なのか、解決を妨げているのは何か（誰か）、学術界の役割（解釈、課題整理、ロー

ドマップ作成、関係者間の調整、政府の政策変更など様々ある）は何か、など議論の深化

が必要かと思います。 
・日本が抱える課題群を地球規模の課題の中で位置づける作業が必要かと思います。 
・「人口縮小社会・・・」の切り口は大事であるが、日本が経験した「人口増大から人口縮

小」の社会プロセスを視野においた議論が必要である。 
 
◯取り上げるべき重要課題 
・「人口縮小社会」を迎えるにあたっての、社会システム存続のための「食料・水・エネル

ギ・環境・コミュニティ」の考え方の転換について。そのための土地利用（グランドデザ

イン、新たな棲み分けとライフスタイル）の見直しが必要になる。 
・個別になるが、農業では今後 20 年に労働人口が 1/5 程度に減少するので、労働生産性

（一人で管理する土地や生産システム）を５倍にする必要がある。（別添１参照） 

本委員会で取り上げたい重要課題 
日本社会の課題の多くは、人口縮小に根差しています。その上で以下のことを取り上げて

いただきたいです。 
・日本が迎える人口縮小社会、少子社会での学術体制の在り方および学術を担う若手研究

者の育成。 
科学技術イノベーションの重要な担い手はポストドクターをはじめとする若手研究者。創

造性豊かな若者をいかに育てるか。人口が減少する社会だからこそ、大学は一人一人の能

力を伸ばし、優秀な博士人材を輩出する必要がある。人口減少に比例して高等教育の規模

を単純に縮小することは間違った政策。新自由主義的競争原理とは異なる考え方の提示。 
・心配なこととして、人口縮小社会、高齢化社会下で医療や社会保障制度が崩壊すること。

これをどのように食い止めるか。比較的利害が少ないと思われる学術会議からの大胆な提

言はできないか。 
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丹下健委員 

 

平井みどり委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府に SDGs 推進本部が設置され、関係施策の総合的・効果的な推進が図られている。事

業活動の指標として SDGs を活用する企業や地方自治体も増えている。17 の目標間にはト

レードオフの関係にあるものもあり、個別目標の達成を目指し、個別課題の解決を目指す

だけでは、持続可能な社会は実現されない。全体最適を目指して多様なセクターによる分

野横断的な取り組みを科学者がどのように支えるかを示すことが必要ではないか。 

要素還元主義から、統合へと科学的手法が変化しつつある中で、相も変わらず貨幣経

済という価値観のみで動いている現代社会を、根本から変革しない限り、人類の幸せ

は望めないだろう。数値という客観的指標のみに頼るのは、外部の評価が正しく、自

分の評価は信頼できないという、人間の自信のなさを表している。心の赴くままにし

て矩を踰えずの境地に（７０歳にならなくても）到達できるための社会変革が必要と

考える。 
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大野英男委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学術の成果を市民に 

 学術誌が広くオープンアクセス（OA）可能な状態になり、研究活動の成果が市民に

アクセスできることが第一歩である。一方、「ハゲタカジャーナル」と呼ばれるよう

な粗悪な OA誌への対応も問題となる。研究者や本来の受益者である市民がどのよう

に研究成果を受け取りアクセスすることができるのか、加えてプレプリントサーバの

活用、購読料と APCの二重債務は避けるような仕組みなどを含め、国際的な協力関係

のもとに推進することが求められる。 

 さらに、情報技術の革新により膨大な量のさまざまなディジタルデータが世界中で

蓄積されている中、広く市民にもその利活用の道を開く、あるいは市民自身がデータ

蓄積に参画する「オープンサイエンス」が推進される必要があるが、その在り方は必

ずしも明確になっていない。情報インフラの整備なども含め、市民を巻き込んだプラ

ットフォーム構築等を国際的な協力のもとに進める必要がある。 

災害科学と実践的防災学 

 自然災害をはじめとする各種災害は毎年各地に甚大な被害をもたらしており、その

リスクを軽減することは喫緊の課題となっている。災害リスクの評価や減災技術の社

会実装を進めるために、事前の備えに始まり、発災時の緊急対応、復旧・復興に至る

一連のプロセスを自然科学のみならず人間科学および社会科学に立脚して学際的に解

明し、その知見を統合化した「災害科学」が必要であり、またその成果を各地域に適

した防災・減災対策として活かすための実践的防災学を発展させることが重要であ

る。（これにより SDGsの目標 11の達成にも貢献できる。） 
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高橋桂子委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「日本力」を牽引する・支える/「次の時代」を創る人々への学術界からのメッ

セージ が必要と思います。 

牽引と支える世代とは、「次の世代（中堅～若者）」と「次の高齢時代（後期高齢者

を含む）」の 2つを想定しています。「次の時代を創る人々」でそれらそれぞれの世

代に向けた学術界からのメッセージが示されると、多くの人々からご自分の課題の一

部として受け止めていただけるのではないかと思います。特に、牽引と支える相互影

響力が活かせる学術分野の具体的な課題と新たなアプローチや工夫、解決方法が少し

でも示せると具体性と説得力が増すのではないでしょうか。また、日本の学術の強み

の中に、上記のような視点を出せると新たな取り組みのきっかけにもなるのではない

でしょうか。 

 学術界、産業界におけるデータ（特にデジタル、アナログも含むか。）および情

報のセキュリティとオープン化について 

国際的には非常に速い速度で基盤整備が進む中で、日本の取り組みが遅々として取り

残されている感をどのように克服していくかについては、展望 2020のどこかで取り

上げる必要があるのではないでしょうか。3.の「弱み」の部分との関連およびその克

服に向けたアプローチ、ということでとらえられるかとも思います。 
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野尻美保子委員 

 
 

 

 

 

 

 

 

[外国人]の代わりに[世界につながる大学]という観点としてとりあげたい思います。海

外との人材交流、共同研究、に大学としてどのように取り組むか（文科省の方針で混乱す

ることが多かった）また、社会制度上国際交流に障害となる社会状況ついて、積極的に記

述するべきだと思います。 

[男女共同参画、若手]等の問題は[人材育成]あるいは[すべての人が能力を伸ばせる社

会]という観点で統合的に取り入れるべきだと思います。この中でとくに、初等中等教育に

おいて女子が能力を伸ばせる政策の必要性や、また大学や企業にあるバイヤスやハラスメ

ントの改善について積極的に記述すべきと思います。また、若手のポストが不安定になっ

ている現状についての記述は必要だと思います。また、大学の作る人材と産業とのマッチ

ングについては触れるべき重要な課題であると思います。 

[学術の目指す方向性について] 産学連携だけでなく、学術固有の重要性や、それが長

期的に社会にインパクトを与えうることについても記述できればと思います。 

[防災、減災、医療、健康、少子化、高齢化]については専門でないためあまり明確な考

えをもっていませんが、定量的な政策分析（費用便益）に学術が貢献できるのかという点

に興味をもっています。 
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米田雅子委員 

 

 

□世界が抱える重要課題  

・ビッグサイエンスと Planetary boundary 

 人類の活動や野望が、地球の限界を超えつつあるのではないか。これは、経済活動や武

力活動だけでなく、科学技術にも当てはまる。 

 巨大な実験施設を必要とするビッグサイエンスは、拡大路線を続けている。例えば、素

粒子物理学実験では、直線距離 20km の線形衝突加速器、長さ 100kmの円形衝突加速器が検

討され、これらの将来の拡張計画も議論されている。宇宙の成り立ちに迫ろうとする科学

の真実追求の姿勢は理解できるものの、地球の大きさ、人類の資源は有限であり、拡大路

線を続けることは持続可能ではない。 

 宇宙探求、原子力開発、海洋開発などでも、ビッグサイエンスの拡大が続けられている。

ビッグサイエンスの今後について Planetary boundaryの視点から再考すべきである。 

 

□日本が抱える重要課題（人口縮小社会に関連して） 

・人口縮小社会における土地利用政策 

 今後の人口減少社会においては、これまでの人口増や経済成長下の状況におい 

て前提としてきた土地利用圧力が低下し、利用目的のなくなる土地が発生し、その 

対応が必要となる。 

 政府は地方創生のための「コンパクト＆ネットワーク」を打ち出し、小さな拠点づくり

と拠点間の公共交通の整備を進めようとしている。居住地を集約し、生活の質を維持しつ

つ行政コストを抑制するとしている。必然の流れであるが、これに三つの提案をしたい。 

 一、防災の視点から、安全な地域へのコンパクト化の実現である。近年多発する自然災

害は、住宅地や産業立地を自然災害を受けやすい地域に広げてきたことに大きな原因があ

る。 

 二、自然回帰を推進する土地利用制度の創設である。これまで開発型の土地利用制度で

進めてきたが、コンパクト化対象外の地域では、森林や農地という自然資本の活用、さら

に豊かな自然への回帰が必要である。 

 三、所有者不明の土地を公有化する制度の整備である。所有者が分からないために、農

地や林地の集約化の難航、防災・災害復旧の事業への支障、周囲の土地の自然環境の悪化

や経済的価値の低下など、様々な問題が発生している。遺産の分割相続による土地の細分

化と未登記の増加で、この問題は急速に深刻化しつつある。特に、二の自然に還す土地で

は、公有地化を進めるべきである。 
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１． 技術革新における機械化の役割 

 
新しい技術要素が生産技術の体系に組み込まれて

生産体系が整備され，同時に技術運用の仕組みと担い

手が登場するとき，技術革新が駆動される。技術の運

用は技術経営管理(MOT Management of Technology)
に属する課題であり，生産様式のほか，技術の維持管

理サービス網や法制度および農産物販売方法に強く影

響される。また作業の機械化は標準作業を構成し，生

産様式の変更と安定をもたらす。 
本章では，食糧需給の見通しに対応した農業技術の

課題，農業生産における機械化の役割，情報通信技術

と認知科学の進展に影響をうける農業生産技術のあり

方について紹介する。技樹革新の推進においては，国

の政策や経済社会の動向に関わるマクロ技術政策と，

個々の生産者や経営者の動機や意思決定に関わるミク

ロ技術政策が注目される。１節と２節がミクロ技術政

策，３節がマクロ技術政策を念頭に置いている。 

 
1.1  農業の構造変化と課題 

 
1.1.1  人口増加と穀物単収技術 
 人口 90 億人時代を迎えつつある現在，限られた水

資源や土壌資源の計画的で有効な活用，エネルギー資

源の有効活用が人類社会の存続に直結する課題として

急速に浮上している 1)。例えば，国際的に水資源の希

少化が叫ばれ、工業用水や人口増加に伴う生活用水の

さらなる増大が見込まれるており、世界における水利

用の７割を占める農業用水の利用効率の大幅な改善が、

世界共通の課題となっている。水資源の偏在や環境保

全への配慮、および乾燥地等における有効な水利用を

考慮した場合、適切な位置で適切な時間に適量の水を

供給するという需要対応型の節水農業へとパラダイム

転換すべき時期にきている。 
一方，農業生産の主要目的は食料の安定供給にあり、

その需給関係の見通しは農業のあり方を決定する。

1990年から2010年にかけての食料需給の特徴の一つ

は、生産が需要に追いつかず、在庫が危険水準の15%
を下回った時期もあったことである。過去 40 年間の

世界の穀物生産を見ると生産量は継続的に増加してい

る（図 1-1―1―1）。農地面積は漸減なので、この間の

食料増産は単収増大技術に支えられたものだった。単

収増加の構成要素は，品種改良，肥料・植物保護，作

業の機械化であり，増加率の飽和が危惧され始めてい

る。一方、人口増のため，一人あたりの収穫面積が急

速に減少し，限界面積といわれる 10 アールに到達し

た。限界面積とは，一人の人間を養うに必要な食料を

生産するための農地の広さである。試算方法により推

定値は異なるものの，人口増の圧力が世界の食料需給

バランスを急速に変えることが現実になりつつある。

すると，市民農園や家庭菜園も含め、すべての農用地

に単収増大による食料増産を担う人道的義務が発生す

ることになる。我が国は、世界の中でも優れて単収増

大技術が蓄積されてきた農業を抱えており，国際的に

注目されている。 
図 1-1-1-2 は，主要穀物の単位面積当たり収穫量の

国際比較である。各国政府の統計データを国際農業機

構(FAO)が集約したもので，品種特性や２期作などの

作型の特徴が明示されていないが，日本の単収は世界

でも有数の位置にある。特に水稲栽培を中軸にした穀

物生産で上位に位置しているのは日本と韓国であり，

水稲の高単収技術の国際的普及は国際社会の期待する

課題である。また，穀物高単収の上位１０カ国にはベ

ルギーなどの畑作を中心とする欧米農業先進国が大半

を占めている。耕地面積１億ヘクタール以上を持ちな

がら単収向上技術に期待がもたれるロシアやインド及

び中国などの動向は，世界の食糧需給バランスに強い

影響を及ぼす。 

 

図1-1-1-1 世界の穀物生産 

図1-1-1-2 世界の穀物単収 
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1.1.2 経営体の少数化と大規模化 
 一方、モンスーン気候の中で高度に発達した我が国

の農業技術を支えた農業者が減少を続けている（図1-
1-1-3）。2010 年では，基幹的農業従事者では 170 万

人，60歳以上が75%，これからの10年間に70%規模

の離農が予想される。200万人規模の農業従事者が10
分の1の20万人規模に減少するおそれがある。事実，

土地利用型農業では，農地の 32%が経営体シェア 2%
である 20ha 以上耕作の経営体に集積しており，経営

体数にしてみれば 140 万戸のうちの 3 万戸にあたる

（図 1-1-1-4）。しかし，我が国の自然条件を生かすに

は小規模分散ほ場が適しており、一つ一つの経営体が

大規模になってもこの自然条件に変化はない。離農す

る多数の農業者が支えた小規模分散農業の集団技術が

消滅の危機に瀕していることになる。 
 従って、日本に適した小規模分散ほ場の農業を、現

在の10%の数の経営体で，単収を維持向上させながら

継続するという歴史的事業に取り組まなければならな

いのである。 

 
1.1.3 農産物流通の複雑化と情報共有の必要性 
農産物流通の現状を理解するため，図 1-1-1-5 のよ

うに，農業生産の場および流通の場と消費の場をそれ

ぞれ単純化して示した。 
ほ場で生産された農産物は農家に集められ，さらに

「トマト部会」のような特定の営農集団，あるいは農

協とか生産組合にまとめられて出荷される。場合によ

っては「〇〇産」などと産地のブランド名や農家の氏

名を付加して出荷されることもある。同じ畑から収穫

された農産物でありながら，集荷・出荷される場所や

組織により異なる特産品と規格が存在するのである。 
流通の場を見ると，個別包装からコンテナ，トラッ

ク便とか宅配便，あるいは首都圏向けとか地元向けな

ど，一度に扱う量も経路も所要時間や管理方法もさま

ざまである。消費の場を見ると，中央卸市場から小売

あるいは個人宅配にいたるまで，これもまた様々なル

ートと形態がみられる。消費者の嗜好やニーズは場所

によりまた季節や世代により刻々と変化している。 
 図 1-1-1-5 のような単純化した場合であっても，ひ

とつの農産物に対して流通形態は100通りが考えられ

る。生産の場や消費の場あるいは流通の場からみて，

異なる結びつきを求める動機がはたらくので，複雑化

がさらに進展する。農産物を追跡するには生産流通情

報の共通化・標準化が必要になる。 

 
引用・参考文献 

1)JST調査報告書「グリーンバイオ分野における研

究開発の重要課題と統合的推進」，CRDS-FY2015-

FY-RR-08, p. 214 (2016) 

図1-1-1-3 農業就業人口の減少と高齢化 

図1-1-1-4 農業担い手の現象と大型経営の出現

(a) 大型化する日本の農業経営（平成22年，農林水産省）

３２％
（119万ｈａ）

（経営体数２％）

20ha以上の経営体が耕作する面積シェア

土地利用型農業の農地面積368万ｈａ
総経営体数 １４０万戸(平均2.5ha/戸)

(b) 年齢階層別の基幹的農業従業者数（平成24年，林人水産省）
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図1-1-1-5 農産物流通の複雑化 
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2)澁澤 栄，ＩＣＴシステムを活用した未来を創造す

るスマート農業，月刊材料，137(7): 1-8 (2017) 

 
1.2  農業機械の役割 

 
1.2.1  農作業と農法の５大要素 
農業は，植物の営みを利用して人々に有用な資材を

生産する業である。植物の営みを補助する作業が農作

業である。人間に着目すると，農作業は経済価値を生

み出す労働にあたり，また生産プロセスに着目すると，

物理的，化学的，生物的な作用に対する作物や土壌の

応答管理でもある。近代における農作業の機械化は，

単位時間当たり，および単位面積当たりの農業生産性

を大幅に改善し，また農作業負荷を軽減するとともに，

一方で，農作業死亡事故の危険性を高めた 1)。さらに

農業機械の普及は，農作業の標準化を促進した。 
情報通信技術が農業現場で応用され，収益管理のマ

ネジメント戦略である精密農業が多様な形で普及する

と，農作業の役割や機能が一変した 2)。農業機械の高

度化により農作業と同時に農作業基幹データが大量に

生産されるようになり，生産現場からのディジタル情

報にもとづく収益管理が精密農業の注目するところと

なった（図 1-1-2-1）。農作業データには，作業判断の

ための天候や市況あるいは作物や農地の状況のほか，

作業のプロセスや効果，使用した機械や施設等の稼働

状況などが含まれる。 
農業経営の持続性のうちで最も注目すべき課題が

事故や法令違反などのリスク管理である。克明な農作

業データを活用すると，農作業の中で収益管理とリス

ク管理が同時にできるようになる。同じ農作業であり

ながら，収益管理に着目すると精密農業，リスク管理

に着目するとGAP（Good Agricultural Practices，農

業適正規範）に対応する作業になる。 
本節では，農法とは，地力維持と農業生産力を発展

させるために必要な技術の諸要素を農場で統合したシ

ステム技術ととらえ，次の五つの要素から成り立つと

仮定する 2)（図1-1-2-2）。 

 
①作物品種：ゲノム配列と表現型で特徴付けられる

品種特性は栽培様式を決定し，耐寒性とか耐病性ある

いは多肥多収性，市場性などは，農法を構築する際の

基本要素である。 
②ほ場：場所（気象条件など），土壌の性質，水利条

件，ほ場の形やサイズ，分散状態や利用形態など，作

物品種や技術の選択に制約を与える。 
③技術：栽培方法などといわれるソフト技術，及び

農業機械や施設構造物に代表されるハード技術がある。

ハード技術は簡単に変更できないので，農法変革の障

害となる場合もあれば，逆に農法革新を決定づける。 
④生産者の動機：気分や感情，嗜好，家系，経営戦

略などの生産者個人あるいは生産組織の特性であり，

技術ばかり着目すると無視されがちだが，実は農法を

決定し運用する主体である。 
⑤地域システム：農業政策，農協などの団体，市場

へのアクセス方法，技術普及システムなど，農法を維

持・普及するための地域集団システム。産地間競争を

支配する要素である。 
農法の５大要素は，それぞれが複数の異なる技術要

素から構成されて重層的な階層構造を持っており，条

件に応じて技術要素の組み合わせは無数に存在する。

例えば作物の選定については，品種の選択やその発現

型の特性，栽培方法の特徴，環境変化への応答特性，

観測・診断方法などがすべて記述され，はじめて農法

構成要素の「作物品種」が選択されたことになる。種

子を購入しただけでは，農法の構成要素を意識したこ

とにはならない。 
また，農法の５大要素が統合されて展開される場が

農場で有り，生産者あるいは生産組織の知的・肉体的

労働，すなわち農作業を通して農法が具体化される。

農作業の機械化は農法５大要素の機械化を意味してお

り，１９世紀の英国などのように，農業の機械化が担

い手の変更を伴う場合は農業革命とよぶことがある。 

図1-1-2-1 農作業の機能 

図1-1-2-2 農法の５大要素 
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1.2.2 農業情報標準化の意義  
農業機械が情報通信技術と接続することにより，い

ままで個々に計測処理されてきた作物やほ場および気

象などに関する情報が，農作業プロセスの中で一挙に

集積あるいは統合する条件が現れ，ビッグデータ解析

などの手法も利用可能になった。そこで，複雑で多様

な大規模農業情報が経営判断に直結する生産知財とし

て注目されるようになった。一方，特定の利害関係者

による情報の囲い込みや独占による農業の健全な発展

を阻害する危険性が表面化したので，農業情報に関す

る非競争領域あるいは協調領域における共有化・標準

化のために，政府はして「農業情報創成・流通促進戦

略」（以下本戦略）を発出した（図1-1-2-3）3)。 
本戦略は，「農業の産業競争力向上」と「関連産業の

高度化」および「市場開拓・販売力強化」の三つの政

策ベクトルを持ち，農業に輸出産業としての機能を持

たせることを目的にしている。その共通基盤政策とし

て，「農業情報の相互運用性・可搬性の確保に資する標

準化や情報の取り扱いに関する本戦略に基づくガイド

ライン等の策定」と「農地情報の整備と活用」をあげ

ている。 
相互運用性とは，異なる企業や異なる仕様のデータ

管理システムであってもデータ利用が可能となる仕組

みで，特定の利害団体の囲い込みを許さないことを旨

とする。可搬性とは，データの所有権者が利用してい

るデータ管理システムよりデータを自由にダウンロー

ドでき，他の用途に利用できる機能である。データの

相互運用性と可搬性の実効性を左右する価値基準とし

て，データのオーナーシップ（所有権）問題がある。

本戦略では，農場から取得した1次データは農場所有

者あるいは耕作者に帰属することを原則としている。

1 次データを加工する場合には，関係者が所有権の帰

属に関する公平な契約をすることを求めている。 
また，農業委員会が管理する農地情報についてはデ

ィジタル情報化が実現され，「農地ナビ」を通じて閲覧

可能になっている。 
本戦略を推進するため，2016年3月には，政府ＩＴ

総合戦略本部で，「農業情報創成・流通促進戦略に係る

標準化ロードマップ」と「農業 IT サービス標準利用

規約ガイド（契約）」を発出し，農林水産省は「農作物

の名称に関する個別ガイドライン（作物）」と「農作業

の名称に関する個別ガイドライン（農作業）」および「農

業ＩＣＴ知的財産活用ガイドライン（農業知財）」を発

出し，総務省は「農業 ITシステムで用いる環境情報の

データ項目に関する個別ガイドライン（環境情報）」と

「農業情報のデータ交換のインターフェースに関する

個別ガイドライン（インターフェース）」を発出した。 
これらのガイドラインは農法の５大要素すべてに

同時に関わり(図1-1-2-4)，本戦略の実行は，農業現場

の構造変革を強力に促進する役割を持っている。 

引用・参考文献 
1) 近藤 直・清水 浩・中嶋 洋・飯田訓久・小川

雄一，「生物生産工学概論」，朝倉書店，p.73 

(2012) 
2) 澁澤 栄，「精密農業」，朝倉書店，p.197 (2006) 
3) 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（政

府ＩＴ総合戦略本部），農業情報創成・流通促進

戦略，2014年６月３日  

図1-1-2-3 農業情報創成・流通促進戦略の概要 

図 1-1-2-4 農法の５大要素と農業情報標準化ガイ

ドラインの関係 (2016年３月) 
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1.3  技術の高度化 

 
1.3.1  科学技術政策における農業機械の位置 
内閣府が発出した科学技術イノベーション総合戦

略 2015 のなかで農業のスマート化を明示的に取り上

げ，スマート・フードチェーンとスマート生産システ

ムが科学技術行政の課題として位置づけられた。その

中で，ＩＣＴの活用により、多様化する国内外市場ニ

ーズを商品開発や技術開発（育種、生産・栽培、加工

技術、品質管理、鮮度保持等）にフィードバックでき

るフードチェーン構築のための研究開発システム構築

を重視した。また，ＩＣＴやロボット技術等を活用し

た大規模生産システムやベテラン就農者のノウハウの

形式知化や作業の軽労化など、省力化された効率的な

スマート生産システムの構築も重点課題とした。 
従来，農業技術行政は農林水産省の所轄事業であり，

部分的に府省連携が進められていたが，農業生産技術

そのものが科学技術政策の中心課題の一つとして内閣

府に取り上げられたのは今回が初めてである。 
第5期科学技術基本計画 1) では，ＩＣＴが発展して

ネットワーク化やＩｏＴの利活用が進む中で，ドイツ

の「インダストリー4.0」、米国の「先進製造パートナ

ーシップ」、中国の「中国製造2025」などに着目しつ

つ，第４次産業革命とも言うべき技術革新の波を先導

していく官民協力の取り組みを重視した。そして，サ

イバー空間とフィジカル空間（現実世界）とを融合さ

せた取り組みにより、人々に豊かさをもたらす「超ス

マート社会Society 5.0」を提起した。Society 5.0は11
のサブシステムから構成され，その中にスマート・フ

ードチェーンシステムとスマート生産システムが位置

づけられた（図1-1-3-1）。 
 特に，スマート・フードチェーンシステムでは，

育種・生産・加工・流通・外食・消費という農産物流

通のシステム全体を対象にしたシステムイノベーショ

ンに資する基盤技術の強化を謳っており，従来の農業

技術政策と本質的に異なる視座である（図1-1-3-2）。 
具体的には，国内外の市場や消費者のニーズを育種，

生産，加工・流通，品質管理等に反映させ，付加価値

の高い農林水産物・食品を提供することをめざしてい

る。技術開発目標としては，多収性や日持ち性などの

有用な形質を持つ品種の開発，機能性農林水産物や食

品の開発および次世代施設栽培による高付加価値商品

の生産と供給，輸出にも対応可能な品質管理技術や鮮

度保持技術等の開発，をあげている。その実現のため

の施策が，省庁単独でなく，複数の府省連携事業とし

て取り組まれていることが注目すべき特徴である。 
 農産物の高付加価値についても，とらえ方の重要

な転換がある。加工業務用を市場ニーズの重要な柱と

位置づけ，定時・定量・定品質・定価格の農産物供給

システムを付加価値の構成要素と位置づけた。 
 スマート・フードチェーンの提案に先立ち，過去

20 年間の栽培技術と育種技術の研究開発力に関する

国別比較調査報告を特許庁が発出している 2)。これに

よると，栽培技術に関する特許では，日米欧中韓にお

ける出願件数が 90 年代から 2000 年代にかけて増加

傾向にあり，日本国籍，米国籍，欧州国籍の出願人に

よる出願件数が多いが，2000年代以降は相対的に日本

国籍の出願比率が減少し，近年は中国籍、韓国籍の出

願件数が急増したと指摘している。特に，日本で登録

されている特許を出願人国籍別で見ると日本国籍の出

願比率が93％と圧倒的に多く、日本国内で登録されて

いる海外籍出願人の出願比率は少ない。すなわち，知

財のグローバルマーケットにおける日本市場の地位は

きわめて低いことが予想される。 
 この調査結果のSWAT分析により，日本農業の産

業力強化のための戦略提言がとりまとめられた。栽培

技術に関しては，次の通りである。 
・日本の強みであるほ場や作物に対するセンシング

技術を発展させつつ、高齢化によって失われる恐れが

図1-1-3-1 超スマート社会Society5.0サービス

プラットホームの構想（第５期科学技術基本計画

2016年1月） 

図 1-1-3-2 研究戦略におけるスマート・フード

チェーンシステム（SCTI 地域戦略協議会

201512月） 
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ある熟練の知識を取り込んだ包括的な情報データベー

スを構築し、それらに基づく栽培管理システムを作り

上げること。 
・日本の強みであるセンシング技術を活かして小規

模の田畑を群管理する技術開発に注力し、これらの技

術を武器にアジア、アフリカなどの小規模農業中心の

地域に積極的に事業を展開していくべきであり，その

地域における知財権の取得を積極的に行っていくこと。 
・我が国の強みを生かすためには、機械化、省エネ

化などスマート農業への適性の観点を踏まえた、高品

質または高機能な品種の開発に注力することが望まれ

る。 

 
1.3.2  Cyber-Physical Farming System 
Society 5.0におけるサイバー空間とフィジカル空

間（現実世界）の農業版仮想モデルとして Cyber-

Physical Farming Systemが提案された（図1-1-3-3）
3)。 

実用栽培ほ場においては，作物表現型，生育環境，

大規模遺伝子情報に関する数値データや画像データお

よび栽培作業に関する客観的指標から構成されるデー

タ群を生成する。すべての情報が位置と時間の紐付け

ができると，サイバー空間のデータ農場が再構成でき

る。実在世界の農場とサイバー空間の農場の間をシー

ムレスにディジタル情報が流通することにより，より

効率的なリスク管理の支援が可能であろう。 

最も重要なシステム要素は，図中の「判断する人」

である。誰が何のために判断しデー他と技術を動員す

るのか，現在のところ回答がない。高収量を目指す栽

培動機，高収入を目指す利潤動機，地域貢献の社会動

機などの位置づけが判断文脈構成で重要となる。 

 
1.3.2  農業の担い手 
スマート農業の担い手は誰かという鋭い問題提起

は様々な分野で検討されているが，適切な回答を得る

にはいたっていない。研究者や技術者が考え出す提案

は，現実から乖離した技術偏重のシナリオになりがち

であり，人間や家族に目線を当てた地域コミュニティ

や社会システムの変化に対する洞察の欠落が常である。

このスマート農業の構想も同じ弱点をもっている。こ

こでは，現行の農業システムが崩壊した後に登場する

であろう農業の担い手像の作業仮説を，参考までに紹

介する（図1-1-3-4）1)。 
①日本の自然条件により，現行サイズと大差ない小

規模ほ場群の耕作が安定した農業の姿である。 
②農業は，大別して企業農業，地産知商農業，耕す

市民農業に類型化される。 
③企業農業の担い手は，数億～数十億円の売上を管

理する経営者であり，市場アクセスを注視しながら収

益管理とリスク管理を行う。 
④地産知商農業の担い手は，地元の農産物を商う多

角的事業体の経営者であり，生産様式や生活様式が販

売価値に直結する工夫をする。 
⑤耕す市民農業の担い手は，農業あるいは農作業に

対価を払う市民であり，自然と調和する暮らしを購入

すべき価値とする市民である。 
⑦人々は，三つの類型の農業を自由に経験できる 
⑧スマート農業は，これらの多様な農業の担い手に

利活用される技術と知の体系である。 

 

 
引用・参考文献 

1) 澁澤 栄，ICT システムを活用した未来を創造す

るスマート農業，月刊材料，27(7): 1-8 (2017) 
2) 平成 26 年度 特許出願技術動向調査－農業関連技

術－（2015年3月 特許庁） 
3) 澁澤栄，論点整理のために：生体環境応答予測の考

え方について，内閣府総合科学技術・イノベーショ

ン会議，第5 回農林水産戦略協議会資料4（2017 年
2 月9 日） 

図1-1-3-3 Cyber-Physical Farming System  

図1-1-3-4  農業の主な担い手像の仮説 

「耕す市民」農業

・健康寿命の重視
・作業対価を払う
・数百万の市民農園
・文化と人格涵養

課題
・リテラシィ教育
・農園管理基準
・危害管理基準

「地産知商」農業

・生活の質を販売
・マーケットイン
・多角経営事業体
・数百万の都市農業

課題
・危害管理標準
・地域市場の再生
・次世代継承

「企業」農業

・社会責任の自覚
・CEO&人材管理
・数万の生産法人
・コスト＆効率

課題
・国際競争力
・リスク管理
・資本蓄積

製品：自然と調和し対話
する暮らし

製品：生産と販売
（直売）のしくみ

製品：農産物
の品質と価格

法令遵守・衛生管理（安全）と信頼・満足度（安心）の重視

地域コミュニティ維持・環境保全・生物多様性の重視

農業食料工学ハンドブック2019版　草稿

別添１
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別添２

人口縮小社会における問題解決のための検討委員会の直近の議論 

2018.12.12  遠藤 薫 

【人口学の視点から】人口縮小社会の問題への対応にあたっては、文明論的視

点も必要。先進国共通だが、日本は人口シェア低下と高齢化の先頭との指摘

【生殖医療の視点から】ART への公的支出が出生率などに与える影響の国際比

較データから、家族形成のための生殖医療としての意義と課題を提起

【経済学の視点から】全世代型社会保障以外の新しいモデルが必要。現状の所

得再分配が貧困を深める逆機能を果たす。女性就業や子育てが罰せられている。 
【今後の方向】人口拡大というより、生きやすく持続可能な社会がターゲット。

1
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別添２

家族形成のための生殖医療 

• 生殖医療は、不妊治療のための方法として発展し、世界で広く受け入れ

られている

• 多くの国で、生殖医療は独身女性や同性カップルを対象とするようにな

りつつあり、家族形成のための方法となった

• 生殖医療は高価な治療であり、費用に対する経済的サポートのある国・

地域においてのみ、広く用いられている

図 子どもを持つことは 

社会的役割か個人的な選択肢か 図 地域にもっと子どもが必要か 

2018 年全国調査（インターネットモニター調査，県別性別年代別割当），N=5002 

3
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学術会議 HP（SDGs と提言等との関わり）の進め方 
 
HP 掲載を今後どのように進めていくか 
 
＜HP 未掲載の提言と報告＞ 

 

 

資料２－１ 
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1 
 

提言等の提出チェックシート 

 
このチェックシートは、日本学術会議において意思の表出（提言・報告・回答、以下「提言等」と

いう）の査読を円滑に行い、提言等（案）の作成者、査読者、事務局等の労力を最終的に軽減するた

めのものです 1。 
提言等（案）の作成者は提出の際に以下の項目を１～11 をチェックし、さらに英文タイトル（必

須）、英文アブストラクト（任意）、SDGs との関連の有無（任意）を記載し、提言等（案）に添えて

査読時に提出してください。 
 

記入者（委員会等名・氏名）： 
 
和文タイトル                                      
 
英文タイトル（ネイティヴ・チェックを受けてください） 

                                             
                                           

 

 項目 チェック 
1.表題 表題と内容は一致している。 1. はい 

2. いいえ 
2.論理展開 1 どのような現状があり、何が問題であるかが十分に記述され

ている。 
1. はい 
2. いいえ 

3.論理展開 2 特に提言については、政策等への実現に向けて、具体的な行

政等の担当部局を想定していますか（例：文部科学省研究振

興局等）。 

1.部局名： 
 
2. いいえ 

4.読みやすさ 1 本文は 20 ページ（A4、フォント 12P、40 字×38 行）以内

である。※図表を含む 
1. はい 
2. いいえ 

5.読みやすさ 2 専門家でなくとも、十分理解できる内容であり、文章として

よく練られている。 
1. はい 
2. いいえ 

6.要旨 要旨は、要旨のみでも独立した文章として読めるものであり

2 ページ（A4、フォント 12P、40 字×38 行）以内である。 
1. はい 
2. いいえ 

7.エビデンス 記述・主張を裏付けるデータ、出典、参考文献をすべて掲載

した。 
1. はい 
2. いいえ 

8.適切な引用 いわゆる「コピペ」（出典を示さないで引用を行うこと）や、

内容をゆがめた引用等は行わず、適切な引用を行った。 
1. はい 
2. いいえ 

                                            
1 参考：日本学術会議会長メッセージ、「提言等の円滑な審議のために」(2014 年 5 月 30 日)。
http://www.scj.go.jp/ja/head/pdf/1 
 

資料２－２ 
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2 
 

9.既出の提言等

との関係 

日本学術会議の既出の関連提言等を踏まえ、議論を展開して

いる。 
1. はい 
2. いいえ 

10.利益誘導 利益誘導と誤解されることのない内容である。 1. はい 
2. いいえ 

11.委員会等の

趣旨整合 

委員会・分科会の設置趣旨と整合している。 
 

1. はい 
2. いいえ 

※９で「はい」を記入した場合、その提言等のタイトルと発出委員会・年月日をお書きください 

 

※チェック欄で「いいえ」を選択した場合、その理由があればお書きください 

 
 
 
◎ SDGs（持続可能な開発目標）との関連（任意） 
以下の 17 の目標のうち、提出する提言等（案）が関連するものに〇をつけてください（複数可）。

提言等公表後、学術会議 HP 上「SDGs と学術会議」コーナーで紹介します。 
 

1. （ ）貧困をなくそう 
2. （ ）飢餓をゼロに 
3. （ ）すべての人に保健と福祉を 
4. （ ）質の高い教育をみんなに 
5. （ ）ジェンダー平等を実現しよう 
6. （ ）安全な水とトイレを世界中に 
7. （ ）エネルギーをみんなに、そしてクリーンに 
8. （ ）働きがいも経済成長も 
9. （ ）産業と技術革新の基盤をつくろう 
10. （ ）人や国の不平等をなくそう 
11. （ ）住み続けられるまちづくりを 
12. （ ）つくる責任つかう責任 
13. （ ）気候変動に具体的な対策を 
14. （ ）海の豊かさを守ろう 
15. （ ）陸の豊かさも守ろう 
16. （ ）平和と公正をすべての人に 
17. （ ）パートナーシップで目標を達成しよう 

 
※「持続可能な開発目標（SDGs）」とは 

2015 年 9 月に国連総会が決議した「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジ

ェンダ」が掲げた目標。 
詳細は国連広報センターHP をご覧ください。 

http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/ 
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3 
 

◎ 英文アブストラクト（任意）150 words 以内 
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第１８回アジア学術会議 
科学と社会委員会と若手アカデミー合同会議報告 

 
 
開催日時：平成３０年１２月６日（木）午後４時から午後５時半 
開催場所：日本学術会議２F 会議室 
 
参加者： 
オーガナイザー４名（渡辺副会長、遠藤先生、沖先生、西嶋） 
発表者３名（山極会長、Zakaria教授（マレーシア）、山本氏） 
コメンテータ３名（Yim教授（韓国）、Chattopadhyay氏（インド）、中村氏（JST）） 
聴衆約２５名 
 
概要 
・渡辺副会長によるオープニングによりスタート 
・発表者３名による発表（各１５分） 
 ―屋久島のサルの事例を通じた野生動物との共生の模索（山極会長） 
 ―第４次産業革命時代を生き抜くためのスキルと教育の必要性（Zakaria 教授） 
 ―ビジュアルコミュニケーションによる消滅危機言語復興（山本氏） 
・以降、沖先生による議事進行 
・コメンテータからのコメント 
 ―「わが国だけ」というポピュリズムや格差の脅威が高まるような、極めて不確実 

で脆弱な時代には SDGsが特に意味がある。全体としての科学（自然科学、工学 
と社会科学の統合）が線形ではなく対話型の関係で進めるべきである。人間は自
然の一部であるが、「進歩する」ために意識的または無意識的に間違いを犯すこ
とがよくある。（中村氏） 

 ―●●●●●●●●●● 
・沖先生から発表者への問いかけ：Do you foresee better society in 2050 or do you have 
pessimistic prospects? What kind of urgent actions we should take in addition to achieve 
SDGs? 
 
主な議論 
・山極会長の発表に関連して、科学あるいは研究にストーリー性を持たせることが、科学お
よび研究に対する市民の理解（あるいは共感）を得るために重要である。科学と市民をつな
ぐ役割を担う、デザイナーやコミュニケーターなどの人材が必要。 
・IT や人工知能などによる世界のデジタル化に取り残されないための教育が、特に発展途

資料２－３ 
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上国において必要である。SDGsはそれを達成させるための有効な道具な道具である。 
・山本氏の発表（地元住民、言語学者、デザイナーの協働に沖縄地域の言語復興活動の紹介）
に対して、在来知を保有している地域住民（local knowledgers）とどう協働していくかは hot 
issueである。 
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学術会議からの情報発信についての考え方（案） 
 

第 3部 高橋桂子 
 

※本資料は、学術会議において関連する課題を検討されている先生方から意見をいただく
ためにとりまとめたたたき台です。 
 
 背景 
1) 3.11 東日本大震災に起因する福島第一原発に関連して科学者の信頼が失われた原因の

一つは、危機に際しての科学情報の発信が適切にできなかったことにある。この認識を
前提として、危機における科学情報の発信はどうあるべきかについて、加えて平素から
の情報発信への備えについて、危機対応科学情報発信組織準備委員会が設置され検討
が進んでいる。 

2) 「報告 子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題―現在の科学的知見を福祉までい
かすために」における提言内容と学術会議から提出された他の提言等との内容の不整
合が外部団体から指摘された。 

 
 異なる意見や見解を表出することの意義 
1) 危機に際してこれに対処するための情報を得ることが困難な状態においては、事実の把

握が困難であり、また多くの場合情報に不確定性が含まれ、かつ情報の確度は低い。そ
のような状況下においても、科学的思考とデータを根拠に、何らかの推定が必要な場合
がある。このような場合には、事実の認識や今後の推定が必要であり、科学者の意見が
分かれる。意見や見解が分かれワンボイスとして意見や見解を集約できなくとも、意見
や見解の根拠について丁寧に説明しながら科学者の異なる意見や見解の「分布」を示す
ことは、国民の生命を守るために有用な情報となる可能性が高い。 

2) そもそも、学術的にも社会的にもきわめて価値が高く、先端的で未知の課題については、
異なる意見や見解が存在することが自然である。意見や見解の違いをつまびらかにしな
がら議論を深め、相互理解を介してひとつの結果が導かれる過程そのものが科学のプロ
セスである。従って、学術会議の提言においても異なる意見や見解を示しながら、意思
を表出することが本来の姿であり、あるべき姿でもある。 

 
 意見や見解及び意思の表出における留意点 
1) 危機に際しては、事態の経時的変化や得られるデータや情報の質の変化も考慮の上、意

見や見解の分布の変化や訂正について、その理由や妥当性を可能な限り丁寧に説明しな
がら示していくことが必要である。 

2) 学術会議からの提言については、提言の内容についての確認を厳密にするというよりは

資料３ 
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むしろ、表出者が責任をもって異なる意見や見解について考察をすることを促進する。
加えて、査読プロセスや幹事会においては必要であれば意見あるいは見解の分布を示す
ことの要請や、公開時においては提言の位置づけを周知し、内容の照会先などについて
も明示することを検討する。 

3) 異なる意見が分布し、かつその情報発信が大きな社会的影響を持ちうる問題については、
データや複数の見解に関する情報発信を続けるという原則は保持しつつ、無用な混乱を
できるかぎり避けるとともに、情報発信によって生じうる負の効果に対する専門的な知
見も慎重に配慮しながら、対処することが望まれる。 

 
 学術会議としての共通認識 
（この内容は、いただいたご意見やコメントをとりまとめて、幹事会へ報告できればと考え
ています。） 
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科学と社会委員会分科会の設置について 

 

分科会等名： 科学と社会企画分科会      

 

１ 所属委員会名 

（複数の場合

は、主体となる

委員会に○印を

付ける。） 

科学と社会委員会 

２ 委員の構 成 委員会の７名以内の委員並びに会員又は連携会員若干名 

３ 設 置 目 的 世 界 の 社 会 的 課 題 を 国 連 の 持 続 可 能 な 開 発 目 標

（Sustainable Development Goals: SDGs）への日本学術会

議の取組み、アジア学術会議等多くの国際会議における議論

の企画、意見の異なる提言等への対応及び学術の未来像を社

会との関係で検討すること等について審議し、基本的な考え

方を整理するために設置する。 

４ 審 議 事 項 １．SDGsへの日本学術会議の取組み 

２．アジア学術会議等の国際会議における議論の企画 

３．意見の異なる提言等への対応 

４．学術の未来像の社会との関係 

５．科学と社会委員会から検討を求められたこと 

に係る審議に関すること 

 

５ 設 置 期 間 平成３０年８月２２日～平成３２年９月３０日 

６ 備    考 ※２４期にて初設置 
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科学と社会委員会 科学と社会企画分科会（第２４期・第１回）議事要旨 

 

１ 日 時 平成３０年９月１４日（金） １３：００～１５：００ 

 

２ 場 所 日本学術会議５階 ５－Ｄ会議室 

 

３ 出席者 三成 美穂（副会長・第一部会員）、渡辺 美代子（副会長・第三部会員）、 

藤原 聖子（第一部会員）、川口 慎介（連携会員）、髙瀨 堅吉（連携会員） 

髙山 弘太郎（連携会員） 

（欠席） 遠藤 薫（第一部会員）、沖 大幹（連携会員）、西嶋 一欽（連携会員） 

（事務局）犬塚参事官、酒井参事官補佐、鳥生審議専門職、奥野審議調査専門職 

 

４ 議事要旨 

（１）役員の選出について 

●委員長に渡辺委員、副委員長に髙山委員、幹事に藤原委員及び川口委員がそれぞれ選出さ

れた。 

 

（２）日本の展望に続く提言について 

●渡辺委員長より、資料２－１「日本の展望に続く日本学術会議の提言に関する全体の進め

方」の説明があり、引き続き若手アカデミーの会員でもある川口委員より、若手アカデミ

ーからの提案として、資料２－２「日本の宿題－学術からの提案 2020－」について」の説

明があった。これらに基づき意見交換があり、要旨は以下のとおり。 

・若手アカデミーからの提案は、学術のための学術ではなく、将来のための提言というも

のであり、社会がそれに沿って動くように提言しようということである。 

・若手アカデミーでも、高校生や中学生にも分かりやすいメッセージを出せるようなシン

ポジウム等をすべきという話がよく出ている。学術の次の担い手を考えていく時にとて

も重要なので、今回のものも彼らに向けて何か言えるものがあるといい。 

・提言を学術会議が出すということ自体、出し手が高いところから社会に向かって言って

いるという背景が出来てしまっている。この文脈が社会にとって圧迫感がある、耳を塞

ぐという要因になっているという話もある。 

・圧迫とか認知というよりも、どちらかというと、認知されていない、誰も来てくれない

という問題もある。第２３期は、提言を動画にしてユーチューブなどで出したらどうか

という案があった。こちらから積極的に出ていかないといけない。 

・動画はポイントが高い。認知されていない、あるいは認知している人でも自分とは関係

ない、偉い人たちの集団で関わりたくない、というイメージがある。その辺をそのまま

にしておくと何を言っても誰も見向きもしない。 

・社会に対して学術がどう貢献するかということが一つあり、もう一つは、学術そのもの

についての問題点を提示するという２本柱を提言としてまとめるのは意味があると思

う。出すとしたらその二つ、その上に総論的なものをまとめて２＋１ならば２本立てと

いうのがいいのではないか。特に社会への貢献については、簡略化した中高校生向けの

分かりやすいバージョンをアニメ・漫画で見せるというのも有りと思う。一方、学術へ

の提言については、対象が違うのでアニメ・漫画などは必要ない。こういう構成が必要。 

・学術のための学術ではなく、学術会議というのは、そのことが社会全体にとって意味が

あるということを説明する必要がある。 

・山極会長もいつも言っているが、一方的に学者がこうあるべきだということを社会に言

っても社会が受け付けない、だから対話をしながら、学者でない人が何を望んでいるか、
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政府とも対話をしながら、こちらも主張することは主張するということをやっていかな

いといけない。一方的なやり方は現在は無理、というのが今期と先期までの違うところ。 

・世代別もしくは暮らし方別に、学術はこう貢献していますというのもある。１０年後に

は、今書いたことはこういうふうに貢献すると思います、ということをメモしながら書

いていくと、自然と受け入れられやすい話にはなるのか。 

・基本方針としては、資料２－１の２①の記載のとおり、「学術のための学術」と「社会の

ための学術」の両方の観点から審議し、内容について幹事会で審議してもらう。 

・体制については、「学術のための学術」は科学者委員会で、「社会のための学術」は科学

と社会委員会で審議する。 

・上記の審議のため、科学者委員会に新たに分科会を作り、科学と社会委員会は当面この

科学と社会企画分科会で審議する。 

・部・分野別委員会に対しては、上記の委員会での審議内容について意見照会するような  

形にする（前回のように分野ごとの提言は出さない）。 

・社会的課題として、①いのち、②食、③くらし（住）という覚えやすい分け方も必要。 

 

●今回議論した基本的体制等について、渡辺委員長から１０月３日（水）の幹事会に提案す

ることが了承された。 

 

（３）アジア学術会議について 

 ●渡辺委員長より、１２月５日（水）～７日（金）の３日間開催について報告がされた。 

 

（４）その他 

●次回開催については、日程調整をした後、連絡することとされた。 

 

以 上 
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